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　排水設備工事の設計、施工等の技能をもった責任
技術者の資格試験及び更新を次のとおり実施します。

＜試　験＞
◆試 験 日　11月13日（土）
◆会　　場　倉吉体育文化会館　
◆受付期間　９月２日（木）～９月30日（木）
　　　　　　（土・日・祝日を除く）
◆受験案内配布場所及び申込受付
　県内市町村の下水道担当課（日南町を除く）

＜更新講習＞
　新型コロナ感染拡大防止のため、自宅学習をもっ
て更新講習とします。
◆対 象 者　�現在登録されていて、技術者証の有効

期間が平成34年３月31日までの方
◆実施方法　�９月中旬頃本人に案内、申込書、テキ

スト、問題等を郵送します。
　　　　　　�案内の更新手続きに従って、更新申込

を行ってください。
◆受付期間　10月４日（月）～11月５日（金）
　　　　　　（土・日・祝日を除く）
◆受付　県内市町村の下水道担当課（日南町を除く）

受験資格など詳しくは
　役場水道課　 0859-54-5204

　取引などに使用する計量器は計量法により２年に
１度、県が行う特定計量器定期検査を受けなければ
なりません。下記日程で行いますので検査を受けて
ください。

◆中山農村環境改善センター
　９月28日（火）13時～15時
◆名和公民館
　10月１日（金）11時～16時
◆大山公民館
　10月５日（火）13時～15時

なお、次に該当する事業者は下記まで連絡ください。
＊�｢はかり｣を新しく購入された事業者。
＊��｢はかり｣を廃棄、または使用されなくなった事
業者。

問　�鳥取県生活環境部くらしの安心局くらしの安心
推進課　 0857-26-7601

鳥取県下水道協会
「下水道排水設備工事責任技術者試験」及び
「更新講習」のお知らせ

特定計量器定期検査を行います

「西部ひきこもり生活支援センター」
からのお知らせ

公証週間「休日法律相談」及び「平日時間延長」
を行います

安定した就職を目指す方へ
求職者支援訓練をお知らせします

　ひきこもりを解決するため、今できることを一緒
に一つずつ、ゆっくり考えていきませんか。
　ひきこもり状態にある本人・家族様からの相談を
社会福祉士・精神保健福祉士・臨床心理士などの、
ひきこもり支援コーディネーターがお受けします。
電話、メール、訪問での相談もできます。
◆相談料　無料（事前予約制）
◆受付日　平日９時～17時
＜移転しました＞
申込先　西部ひきこもり生活支援センター
　　　　 0859-30-4192
　　　　米子市四日市町104

＜休日法律相談＞
　◆日時　10月２日（土）9時～16時
＜平日の相談時間延長＞18時まで
　◆日時　10月１日（金）～10月７日（木）
◆相談内容
　�公正証書作成にかかる遺言、任意後見、離婚（慰
謝料・養育費等）など

※事前予約制（平日9時～17時受付）
予約及び問合せ先
　米子公証役場　 0859‒32‒3399

◆訓練科　ワード・エクセル速習科（短期間・短時間）
◆概　要　�基本的なビジネス文書や表計算等のスキ

ルを習得する
◆期　間　９月21日（火）～10月７日（木）
◆場　所　パソコン教室ほうき塾（倉吉市山根）
◆応募期限　９月９日（木）正午まで
詳しくはハローワーク（公共職業安定所）にお問い
合わせください。

問合せ・申込み先
ハローワーク米子
（米子公共職業安定所）
0859-33-3911 ◀鳥取労働局の�
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